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②東京電力福島第二原子力発電所

①東京電力福島第一原子力発電所

● 長期にわたる福島第二原子力発電所の廃炉作業は、並行して実施される福島第一原子力発電所の廃炉作業に影響
がないよう計画的・円滑に進められる必要があります。

● 県は、福島第二原子力発電所の廃炉作業の安全監視を行っていく必要があります。

今後は、使用済燃料の取り出しの本格化や最大の課題である燃料デブリの取り出しを進めていくこととなります。
このため、取り出した燃料の保管や搬出、高線量の燃料デブリの取り出しに必要な技術開発や放射線防護策など多くの課
題があります。
また、ＡＬＰＳ処理水については、令和3（2021）年に国が示した「多核種除去設備等処理水の処分に関する基本方針」に
おいて、トリチウムを始めとする放射性物質について、法令基準を十分下回るまで浄化・希釈し、安全性を確認しながら海洋
に放出するとしています。
処理水の処分によって、これまで県民が積み重ねてきた風評払拭の努力や成果が水泡に帰すことのないよう、国が前面に
立ち、 「関係者に対する説明と理解」「浄化処理の確実な実施」「正確な情報発信」「万全な風評対策と将来に向けた事業者
支援」「処理技術の継続的な検討」の５点に加え、「東京電力への指導・監督」など、関係省庁が一体となった万全の対策を
講じる必要があります。
廃炉の進展によって、福島第一原子力発電所周辺地域に帰還した住民が再び避難を余儀なくされることがあってはなり
ません。
県は、国及び東京電力が進める廃炉に向けた取組を監視していく必要があります。
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解体工事準備
（10年）

2021.6

目 標 達 成 時 期取 組
汚染水発生量を100㎥/日以下に抑制

１～６号機全ての燃料取り出し完了

２号機の燃料デブリ取り出し開始

がれき等の屋外一時保管解消

汚染水対策

使用済燃料プールからの燃料取り出し

燃料デブリの取り出し

廃棄物対策

2025年内

2031年内

2021年内

2028年度内

第１段階

使用済燃料
取り出し開始までの期間

第１期

燃料デブリ取り出しが開始
されるまでの期間  

第2期

第３期
廃止措置完了までの期間

第3-①期

原子炉本体周辺
設備等の解体撤去
（12年）

第2段階
原子炉本体等
解体・撤去
（11年）

第3段階

建屋等解体撤去
（11年）

第4段階

■ 中長期ロードマップ

■ ４つの取組と主な目標工程

■ 廃止措置計画

（7）廃炉に向けた取組

　福島第一原子力発電所の廃炉に向けた取組は、国が策定した工程表（中長期ロードマップ）に基づき、国
と東京電力により進められています。

　福島第二原子力発電所は、令和元（2019）年9月に廃炉が決定し、令和3（2021）年4月に原子力規制委員会にお
いて「廃止措置計画」が認可されました。また、令和3（2021）年6月に県及び立地町である楢葉町、富岡町において
安全確保協定に基づく廃止措置計画に係る事前了解を行い、廃炉作業が開始されました。
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(5) 新産業の創出・地域産業の再生
　甚大な被害を受けた双葉郡を始めとする浜通り地域等の地域経済の再生に向けた事業・生業の再建
はもとより、本県全体の産業の更なる発展に向け、既存産業の振興とともに、再生可能エネルギー、
医療関連産業、航空宇宙関連産業など新たな産業を創出し、育成・集積を図る必要があります。　
　具体的には、再生可能エネルギーの更なる導入拡大や水素社会の実現、医療・航空宇宙・ロボット
関連産業等の集積と産業の再生に向けた支援が必要です。
　また、これらの新産業創出、集積等には今後デジタル化が鍵となるため、情報通信産業（ICT）人
材の育成も併せて推進を図る必要があります。
　農林水産業の再生に向けては、避難地域における営農再開や全県的な風評対策を進めながら、森林・
林業の再生、漁業の操業拡大に向けた支援が不可欠です。

(6) 復興を支えるインフラ等の環境整備
　浜通り地域の復興に不可欠な道路や鉄道などのインフラ整備については、常磐自動車道の全線開通
や新たなインターチェンジの整備、ＪＲ常磐線の全線運転再開などにより着実に進んでいます。引き
続き、常磐自動車道の早期全線 4車線化や「小名浜道路」を始めとした「ふくしま復興再生道路」な
ど浜通り地域の復興に不可欠なインフラ整備を進めるとともに、小名浜港、相馬港の整備を進め、国
際競争力を持った物流拠点の形成を進める必要があります。
　また、県民の安全・安心の確保のため環境放射線モニタリングの継続を図りつつ、除染及び除染後
のフォローアップなどを着実に実施していく必要があります。
　中間貯蔵施設については、除去土壌等の輸送、施設整備及び施設運営が安全かつ確実に実施される
よう状況確認等を行うとともに、法律に定められた搬入開始後 30年以内（2045年3月まで）の県外最
終処分が確実に実施されるよう国に求め、その取組状況を確認する必要があります。

出典：ふくしま復興のあゆみ第 30.1 版


